
国民年金システム標準仕様書 帳票レイアウト【第1.5版】

No 帳票ID 法令上必須（※1）の帳票一覧 修正前記載内容 修正後記載内容 備考

1 0260001 国民年金被保険者関係届書（申出書）

2 0260002 国民年金被保険者関係届書（報告書）

3 0260003 国民年金被保険者資格関係記録訂正・追加・取消報告書

4 0260004 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

5 0260020 国民年金保険料免除・納付猶予申請（市町村確認書）

控除に｢⑥特定親族特別」の欄を追加する。

｢⑥特定親族特別」の追加に伴い「※ 純損失および雑損失 Ⅲ」及び「⑦地方税法附則第6条第

4項の免除に係る所得額」の記入欄の番号を変更する。

記入欄の（１－Ａ）～（９－G）を削除する。

新様式を用いて令和６年以前の年に係る所得情報を

作成、印字・出力をすることは差し支えない。（ただし、

「特定親族特別」の欄を除く。）

6 0260006 国民年金保険料学生納付特例申請書

7 0260021 国民年金保険料学生納付特例申請（市町村確認書）

控除に｢⑥特定親族特別」の欄を追加する。

｢⑥特定親族特別」の追加に伴い「※ 純損失および雑損失 Ⅲ」及び「⑦地方税法附則第6条第

4項の免除に係る所得額」の記入欄の番号を変更する。

記入欄の（１－Ａ）～（９－G）を削除する。

新様式を用いて令和６年以前の年に係る所得情報を

作成、印字・出力をすることは差し支えない。（ただし、

「特定親族特別」の欄を除く。）

8 0260008 居所未登録者報告書

9 0260009 居所未登録者住所判明報告書

10 0260010 国民年金関係報告書

11 0260011 電子媒体届書総括票

12 0260012 国民年金関係書類送付書

13 0260022 国民年金 障害基礎年金 所得状況届 控除に｢特定親族特別」の欄を追加する。

新様式を用いて令和６年以前の年に係る所得情報を

作成、印字・出力をすることは差し支えない。（ただし、

「特定親族特別」の欄を除く。）

14 0260023 国民年金老齢福祉年金所得状況届 控除に｢特定親族特別」の欄を追加する。

新様式を用いて令和６年以前の年に係る所得情報を

作成、印字・出力をすることは差し支えない。（ただし、

「特定親族特別」の欄を除く。）

15 0260024 特別障害給付金所得状況届 控除に｢特定親族特別」の欄を追加する。

新様式を用いて令和６年以前の年に係る所得情報を

作成、印字・出力をすることは差し支えない。（ただし、

「特定親族特別」の欄を除く。）

16 0260016 老齢・補足的老齢 年金生活者支援給付金所得・世帯状況届

17 0260025 障害・遺族 年金生活者支援給付金 所得状況届 控除に｢特定親族特別」の欄を追加する。

新様式を用いて令和６年以前の年に係る所得情報を

作成、印字・出力をすることは差し支えない。（ただし、

「特定親族特別」の欄を除く。）

18 0260019 国民年金 産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届

※1 法令上必須とは、「法令（通知及び事務連絡等を含む）等で示される様式かつ外部向けの帳票」を指す
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被保険者： 16歳以上19歳未満の扶養親族　 あり（　　　人）　・　　なし 

配偶者  ： 16歳以上19歳未満の扶養親族　 あり（　　　人）　・　　なし 

世帯主　： 16歳以上19歳未満の扶養親族　 あり（　　　人）　・　　なし 

（保険料納付を猶予）（保険料全額を免除）

⑨
免除等区分

１．全額免除 ２．納付猶予 ３．４分の３免除

（保険料１/４納付が必要）

５．４分の１免除

（保険料３/４納付が必要）

４．半額免除

（保険料１/２納付が必要）

⑤
配偶者
氏名

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

　　　　　　   　年度分

⑭
備考

①

個人番号
（または基礎
年金番号）

 ５．昭和

 ７．平成

④
被保険者
生年月日

月 日

③
被保険者
氏名

⑧
特記事項

Ａ
．
基
本
情
報

年

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

 ５．昭和

 ７．平成

⑥
配偶者
生年月日

月 日年

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

⑫
特例認定
区分

Ｂ
．
申
請
内
容

被保険者：１．失業 　　　　年　　月　　日 ⇒ 雇用保険加入（あり・なし）　 ２．天災等　  ３．その他（　      　  　）

配偶者　：１．失業 　　　　年　　月　　日 ⇒ 雇用保険加入（あり・なし）　 ２．天災等　  ３．その他（　    　　  　）

世帯主　：１．失業 　　　　年　　月　　日 ⇒ 雇用保険加入（あり・なし）　 ２．天災等　  ３．その他（　    　　  　）

②
電話番号

１．自宅　　
２．携帯電話
３．勤務先
４．その他   

  　 　 － 　  　 － 　 　 　

⑬
継続希望

⑩
申請期間

◆　⑨免除等区分は基本的に記入不要です。記入がない場合は、以下の免除等区分について１～５の順に全て
　　審査します。審査を希望しない免除等区分がある場合は、該当する数字を「×」で抹消してください。
　　※　「納付猶予」は、５０歳未満の期間が対象となり、年金を受け取るために必要な期間に算入されます。
　　　　「納付猶予」の審査順序を変更する場合は、その旨を「⑭備考」欄に記入してください。

2507 1016 002

基礎年金番号（１０桁）で申請する場合は「①個人番号（または基礎年金番号）」欄に左詰めで記入してください。

 令和

 令和

 令和

 令和

日本年金機構市区町村
指定全額免除申請事務

取扱者
　以下のとおり免除・納付猶予を申請します。
　また、配偶者および世帯主の記入に漏れがないことを申
し立てします。
　この申請に必要な本人、配偶者および世帯主に関する情
報（所得情報、生活保護受給情報等）の確認について、市
区町村（前住所地等を含む）および日本年金機構に委託し
ます。

住所：　     　　　　　　　　　　　　　　　　        　

被保険者氏名：　　　         　　　　　　　　    　　　

　令和　　　年　　　月　　　日　

〒　　　－

日本年金機構理事長　あて

（配偶者が別世帯の場合）配偶者の個人番号（　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

（添付書類要確認）

◆配偶者が別世帯の場合は、配偶者の個人番号（１２桁の番号）を記入してください。
◆申請期間中の世帯状況に変更（結婚 ・ 離婚 ・世帯主変更等）があった場合は、変更事由、対象者氏名および変更年
　月日等を記入してください。また、申請期間中に海外転出入があった場合は、国名と転出入日を記入してください。
◆「⑩申請期間」欄に記載した年の１月１日時点において海外に居住していた場合は、国名および転入日を記入してください。

⑦
世帯主
氏名

※　世帯主氏名は被保険者または配偶者以外が世帯主で

　　ある場合に記入してください。

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

※　所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。

 16歳以上19歳
 未満の扶養親族

 ⑪

６４ ５３

様式コード

　  希望しません

 希望しません

１．「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合は、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望します。

　　希望しない場合は　　　　　　　　を〇で囲んでください。

２．１を希望した上で、納付猶予が承認された次の年度において全額免除の審査基準に該当する場合、その年度以降は全額免除を

　　希望します。

　　希望しない場合は　　　　　　　　を〇で囲んでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

S3年



（　注　　意　　事　　項　）

１．記入について
　⑴黒ボールペン等で記入してください。
　⑵配偶者（別世帯の配偶者を含む）および世帯主（被保険者または配偶者以外
　　 が世帯主である場合）がいる場合は、その氏名を必ず記入してください。
     なお、過去の年度分の申請については、申請する対象期間の末日時点の配偶
　 　者・世帯主を記入してください。
　　＜申請対象期間の末日は次のとおりです＞
　　　令和4年度分の申請については、令和5年6月30日時点
　　　令和5年度分の申請については、令和6年6月30日時点
　　　※　令和6年度分の申請については、令和7年6月30日時点
　　　　　（令和7年7月1日以降に申請する場合）
　⑶「⑧特記事項」欄には、次の①から③に該当する場合に、その内容を記入してく
　　ださい。
　　①　配偶者が別世帯の場合は、配偶者の個人番号（１２桁の番号）を記入してく
　　　　 ださい。
　　②　申請する対象期間中に配偶者および世帯主の有無に変更があった場合　
　　　　 は、その旨および変更があった年月日を記入してください。
　　　　また、申請期間中に海外転出入があった場合は、国名と転出入日を　
　　　  記入してください。
    ③　「⑩申請期間」欄に記載した年の１月１日時点において海外に居住して
         いた場合は、国名および転入日を記入してください。
　⑷特例認定について
    ①　失業したこと等により申請を行うときは、「⑫特例認定区分」欄の「１．失業」　
　　　   に○を記入の上、該当年月日と雇用保険加入の有無を記入してください。
　　　　 （配偶者または世帯主が失業したこと等により申請を行う場合も、同様に記　
　　　　 入してください。）
　　  　※　失業による申請については、事由が発生した前月から事由が発生した年
　　　　　　 の翌々年の6月までの期間について免除等を申請することができます。
　　　　　　 ただし、他の事由による申請と同様に翌7月を超える将来期間について     
             は翌7月以降に改めて申請が必要です。
　  ②　災害（震災、風水害、火災その他これらに類する災害）を申請者または配偶
　　　　 者の属する世帯が受けたことにより申請を行うときは、市区町村窓口または  
         年金事務所にご相談ください。
　⑸「⑭備考」欄には、次の①から③に該当する場合に、その内容を記入してください。
　　①　生活保護法による生活扶助以外の扶助または特定障害者に対する特別障
　　   　害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受けていることによ     
         り申請を行うときは、その名称および受給開始年月を記入してください。
　　②　外国籍の方で生活保護に相当する給付を受けていることにより申請を行うと
　　   　きは、「保護受給」と記入してください。
　　③　次のいずれかに該当した被保険者が、その該当するに至った日から14日以内
          に免除等を申請するときは、その事実およびその年月日を記入してください。
　　　ア　障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金または旧国民年金法によ
　　　　  る障害年金の受給権者でなくなった。
　　　イ　生活保護法による生活扶助またはらい予防法の廃止に関する法律による　
　　　　  援護を受けなくなった。
　　　ウ　ハンセン病療養所または国立療養所を退所した。　　
　⑹配偶者の暴力から避難していることを理由として申請するときの手続き等につい
　　 ては、年金事務所へご相談ください。

４．一部免除の承認を受けた期間について
　4分の3免除、半額免除または4分の1免除が承認された期間は、納付すべき保  
  険料を納付しないと未納期間となり、老齢基礎年金・障害基礎年金等を受けられ  
  なくなる場合があります。納め忘れのないようご注意ください。

５．免除等の承認を受けた期間にかかる保険料の追納について
　全額免除または納付猶予が承認された期間、4分の3免除、半額免除または4分 
  の1免除が承認された期間（一部保険料が納付済みの場合に限ります）は、10年 
  以内であれば申出により免除された保険料をあとから納めること（追納）ができ、追
  納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。
  ただし、老齢基礎年金を受け取っている方は追納することはできません。
　また、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納 
  する場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
　なお、追納保険料は追納が承認された期間のうち、先に経過した月（古い月分）
　から納付することとなります。

６．留意事項
　⑴申請後、おおむね2～3ヵ月後に日本年金機構から審査結果が送付されます。
     それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので、あら
　　 かじめご了承ください。
　⑵申請日後に、申請期間にかかる保険料を納付された場合は、後日充当または
　　 還付します。
     申請後に納付を希望される場合は、年金事務所にご連絡ください。
　⑶申請が却下となった場合は、保険料の納付が必要となります。
　　 納付書がない場合は、年金事務所で再発行しますので、年金事務所までご連
　　 絡ください。
  ⑷免除等の承認期間中に学生となった場合は、学生納付特例の申請をしてくださ
　　 い。
　⑸申請した期間中に学生の期間があった場合は、改めて学生納付特例申請書の
　　 提出をお願いすることになります。
     その場合の学生納付特例の申請については、この申請を受理した日または学　
　　 生となった日に申請があったものとみなします。
  ⑹口座振替を利用されている場合、全額免除または納付猶予が承認された時点
　　 で一時停止となります。
     承認期間が終了したときに口座振替が再開されますのでご承知おきください。
　⑺修正申告等で前年所得が変更となったときは、年金事務所までご連絡くださ　
　　 い。　

※　申請後に配偶者・世帯主等に変更があった方へ
　この免除等を申請した後に配偶者もしくは世帯主の変更または前年所得の変更  
  があった場合は、以下のいずれに該当するか確認の上、必要なご連絡等をお願
  いします。
　⑴審査結果（承認・却下通知）が日本年金機構（年金事務所等）から届く前に変
　　 更があった場合で、
　　①  結婚や世帯主変更（父母等と同居を開始など）の場合
　　　⇒連絡は不要です。申請を取下げる時はご連絡ください。
 　 ②  離婚や世帯分離（父母等ではなく自分や配偶者が世帯主になったなど）の
　　　   場合
　　　⇒年金事務所へご連絡ください。
　⑵審査結果が届いた後に離婚や世帯分離があった場合で、再審査（却下⇒再審
　　 査、一部免除⇒全額免除、納付猶予⇒全額免除等）を希望される場合は、再
　　 度申請してください。
　　 なお、免除を希望しなくなったときは取消申請をしてください。
※　第１号被保険者でなくなった場合
　免除等の承認後に第２号被保険者（会社員等）や第３号被保険者（会社員等の   
  被扶養配偶者）となった場合または第１号被保険者でなくなった場合、自動的に  
  免除等期間ではなくなります。
　ただし、承認期間中に再び第１号被保険者となったときは、免除等の期間に戻す
  ことができますので、ご希望の場合は年金事務所までご連絡ください。

２．添付書類について
　⑴失業したこと等により申請を行うときで、雇用保険の被保険者であった方は、失
　　 業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知ま
　　 たは雇用保険被保険者離職票等のコピーを添付してください。
　　 また、事業の廃止（廃業）または休止の届出を行っている方については次の書　
　   類等のコピーを添付してください。（※②から⑤については、あわせて失業の状
　　 態にあることの申し立てが必要となります。）
　　①　総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよびその申請をした時の添付　
　　　   書類のコピー
　  ②  履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
　　③　税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止
　　　   届出書のコピー
　　④　保健所への廃止届出書（控）（受付印のあるものに限る。）または廃止届証
　　　   明書
　　⑤　その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる
　　　   書類
     なお、過去に同一の失業などの理由により免除等を申請し、失業した事実が
　　 確認できる証明書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要は
　　 ありません。
　⑵生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることを理由に申請するとき
　　 は、その事実を確認できる公的機関の証明書のコピー、特定障害者に対する   
     特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受け取っている  
     ことを理由に申請するときは、受給資格者証のコピーを添付してください。
　⑶基礎年金番号を記入して申請を行う場合は、基礎年金番号通知書のコピー
　　 または年金手帳（氏名の記載ページ）のコピー等を添付してください。

※　マイナンバー（個人番号）により申請を行う際の添付書類について
　申請者本人が窓口で申請書を提出する場合は、マイナンバーカード（個人番号カード）を提示してください。
  お持ちでない場合は、以下の①および②を提示してください。
　なお、郵送で申請書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面または①および②のコピーを添付してください。
　　①マイナンバーが確認できる書類：個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード（氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る）
　　②身元（実存）確認書類：運転免許証、パスポート、在留カードなど

３．翌年度以降の全額免除または納付猶予の継続申請について
　⑴「⑬継続希望」欄の１．においては、全額免除または納付猶予の承認を受けた場合、
      翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の申請を希望するものです。
　 　「⑬継続希望」欄の２．においては、納付猶予が承認された翌年度に全額免除
　　 の審査基準に該当する際、全額免除を審査する旨を希望するものです。

　※ 翌年度（7月～）において、第1号被保険者でなかった場合は、継続申請は　　
　　  無効となります。
　※ 継続申請を希望される方は、審査に必要な所得情報の確認について日本年
　　　金機構に委託することになります。
　※ 「⑬継続希望」欄の２．を希望した翌年度以降に全額免除が承認された場合
　　　には、その次年度以降には全額免除のみの審査を行い、全額免除に該当しな
　　　かったときには、却下処分となります。
　　　その際には、改めて一部免除や納付猶予の申請が必要となります。
　※ 左記１．⑷の①・②、⑸の①から③、⑹の所得審査によらない事由により承認
　　　を受けた場合および審査の結果一部免除となった場合は、継続申請は無効と
　　　なりますので、翌年度の7月以降に改めて申請が必要となります。
　　　なお、⑸の②については、継続して生活扶助に相当する保護を受けていれば、
　　　継続申請を希望できる場合があります。　
　⑵翌年度以降における継続申請の審査結果は審査後に通知します。
　　 また、承認後、免除等の取消を申請することができます。
　　 取消しは取消申請をした日の前月以降の期間が対象となります。
  ⑶継続申請をしている方が、婚姻、離婚、配偶者が亡くなった等、配偶者の状況
　   に変更があった場合は「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶   
     者状況変更届」の提出が必要です。
　　 事実発生日から14日以内に届書の提出を行ってください。

FHSUT
テキスト ボックス



ひとり親

勤労学生

※  特例認定区分

⑥特定親族特別
円 円 円

※  天災を事由とした場合の意見

控除の合計額
円 円

寡婦
　(注）該当する場合
　のみ○をつけてください

1．該当する 1．該当する 1．該当する

円

　(注）該当する場合
　のみ○をつけてください

1．該当する 1．該当する 1．該当する

　(注）該当する場合
　のみ○をつけてください

連絡欄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記のとおり相違ありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　市区町村長

※  控除後の所得額　Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ（一部免除申請）
円 円 円

　(注）該当する場合
　のみ○をつけてください 　　1．失業者  　2．被災者  　4．その他

注）令和５年以降の年の所得に係る扶養親族のうち、国外居住親族については、以下のいずれかに該当する者に限ります。
　(1)年齢16歳以上30歳未満の者　
　(2)年齢70歳以上の者　
　(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
     ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者　
     ②障害者　
     ③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

1．失業者 　2．被災者 　3．ＤＶ 　4．その他　 1．失業者 　2．被災者 　3．ＤＶ 　4．その他　

1．該当する 1．該当する 1．該当する

円

障害者（特別障害者を除く）の合計数
（本人、控除対象配偶者および扶養親族）

人 人 人

特別障害者の合計数
（本人、控除対象配偶者および扶養親族）

人 人 人

※
　
 

控
　
　
　
　
除

①雑損
円 円 円

②医療費
円 円 円

③社会保険料
円 円 円

④小規模企業共済等掛金
円 円 円

⑤配偶者特別
円 円 円

⑦地方税法附則第6条第4項の
   免除に係る所得額

円 円

※  前年の所得額
円 円 円

※
 

控
除
対
象

控除対象配偶者および扶養親族
（16歳以上19歳未満を除く）数

人

※  純損失および雑損失
円 円 円

氏名

特定扶養親族および扶養親族
（16歳以上19歳未満に限る）数

※  政令で定める額
円 円 円

※  地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親

人 人

老人控除対象配偶者および老人数
人 人 人

人 人 人

1．障害者　　2．寡婦　　3.ひとり親 1．障害者　　2．寡婦　　3.ひとり親 1．障害者　　2．寡婦　　3.ひとり親

国民年金保険料免除・
納付猶予申請
（市町村確認書）

基礎年金番号 生年月日 申請期間

5．昭和
7．平成

令和　　　　　　年度分

扶養親族等・控除 Ａ．被保険者分 Ｂ．配偶者分 Ｃ．世帯主分

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

321

69

63

4

54

57

60

30

33

36

42

51

10

13

21

7

27

24

45

39

70

64

5

55

58

61

31

34

37

43

52

11

14

22

8

28

25

46

40

71

65

6

56

59

62

32

35

38

44

53

12

15

23

9

29

26

47

41



学生納付特例を受
けようとする期間

⑩
学生証の
有効期限

⑨
学生の区分

日本年金機構
　以下のとおり学生納付特例を申請します。
　また、前年所得の記入内容に誤りがないことを申し立てします。
　この申請に必要な本人に関する情報（所得情報、生活保護受給情
報等）の確認について、市区町村（前住所地等を含む）および日本
年金機構に委託します。

国民年金保険料学生納付特例申請書

市区町村学生納付特例事務法人等

住所：

被保険者氏名：

日本年金機構理事長　あて 　令和　　年　　月　　日　

 ５．昭和

 ７．平成

②
生年月日

月 日

③
氏名

年

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
④
電話番号

１．自宅　　
２．携帯電話
３．勤務先
４．その他 

　 　 － 　 －

〒 －

Ａ
．
基
本
情
報

2404 1016 001

基礎年金番号（１０桁）で申請する場合は「①個人番号(または基礎年金番号）」欄に左詰めで記入してください。
①
個人番号
(または基礎
年金番号）

日本年金機構市区町村学生納付特例事務法人等

６４ ３２

様式コード

⑤
申請期間

※左記の学生区分で、「１．学生（学位あり）」以外は学生納付特例
制度に該当しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※学生証に有効期限の記載がない場合は、記入不要です。

　　　　　 年　　　　月から　　 　　　 年　　　　月まで

都　道

府　県

⑧
学校の
所在地

⑦
学校の名称

⑥
在学予定
期間

Ｂ
．
申
請
内
容

⑫
特例認定
区分

（　　　 　）
年　　　　月から　　 年　　　　月まで

（入学年月）　 （卒業予定年月）

⑪
前年所得

 平成

 令和

 平成

 令和

 平成
 令和

 平成
 令和

１．失業 　　　　年　　月　　日 ⇒ 雇用保険加入（あり・なし）　 ２．天災等　  ３．その他（　 　） 平成
 令和

１．学生（学位あり）　 　　　
２．通信制・通信課程   　
３．科目履修生

４．研究生　
５．その他
　（ ）   

　年　　　月末まで有効
 平成

 令和

学生納付特例を受
けようとする期間

（　　  ）添付書類
要確認

※ 所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。

⑬
備考

１．なし

３．あり（128万円超）⇒　16歳以上19歳未満の扶養親族 【　あり （ 人） ・  なし　】

２．あり（128万円以下）

市区町村確認欄 学生証確認済

　【留意事項】

○学生証のコピーをＡ４判で添付してください。

○学生証裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーも必要です。

○在学証明書を添付される場合は、学生証のコピーは必要ありません。



（　注　意　事　項　）

１．記入について
⑴黒ボールペン等で記入してください。

⑵「⑪前年所得」欄は、申請する年度に対応する状況について、該当

する選択肢に○を記入してください。

なお、前年所得について過小に申し立てしたときは、国民年金法等

により罰せられる場合があります。

⑶特例認定について

① 失業したこと等により申請を行うときは、「⑫特例認定区分」欄の

「１．失業」に○を記入の上、該当年月日および雇用保険加入

の有無を記入してください。

※ 失業による申請については、事由が発生した前月から事由

が発生した年の翌々年の3月までの期間について学生納付

特例を申請することができます。ただし、他の事由による申

請と同様に翌4月を超える将来期間については翌4月以降

に改めて申請が必要です。

② 災害（震災、風水害、火災その他これらに類する災害）を申請

者または配偶者の属する世帯が受けたことにより申請を行うとき

の記入方法等については、市区町村窓口または年金事務所に

ご相談ください。

※ 災害による申請については、事由が発生した前月から事由

が発生した年の翌々年の3月までの期間について学生納

付特例を申請することができます。ただし、他の事由による

申請と同様に翌4月を超える将来期間については翌4月以

降に改めて申請が必要です。

⑷「⑬備考」欄には、次の①から④に該当する場合に、その内容を

記入してください。
① 申請期間中に海外転出入があった場合は、国名と転出入

日を記入してください。
② 申請を希望する年度の1月1日時点に海外に居住していた場

合は、国名および転入日を記入してください。
　（例）　・令和6年4月から令和7年3月までのいずれかの期間の申請の

　場合は、令和6年1月1日時点について記入してください。
・令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの期間の申請の

場合は、令和5年1月1日時点について記入してください。

③ 申請を希望する年度中の一部の期間（失業後の期間等）に限り

申請する場合は、その旨を記入してください。

※ 一部の期間に限定した申請については、失業等の理由が

発生した月の前月分から審査を行います。

④ 生活保護法による生活扶助以外の扶助または特定障害者に対

する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付

金を受け取っている場合は、その名称および受給開始年月を記

入してください。

⑶失業したこと等により申請を行うときで、雇用保険の被保険者であっ
 た方は、失業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証、雇用
 保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票等のコピーを
 添付してください。　　
 また、事業の廃止（廃業）または休止の届出を行っている方について
 は、次の書類等のコピーを添付してください。
 （※②から⑤については、あわせて失業の状態にあることの申し立て
 が必要となります。）
① 総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよびその申請をした

時の添付書類のコピー
② 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
③ 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または

事業廃止届出書のコピー（受付印のあるものに限る。）
④ 保健所への廃止届出書（控）（受付印のあるものに限る。）または

廃止届証明書
⑤ その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が

確認できる書類
     なお、過去に同一の失業などの理由により学生納付特例等を申請し、

 失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらた

 めて添付する必要はありません。
⑷生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることを理由に
申請するときは、その事実を確認できる公的機関の証明書の写しを
添付してください（当該公的機関の証明書を市区町村役場の窓口
等に提示した場合は、その写しの添付は不要です）。

３．学生納付特例事務法人等への申請の委託
　学生納付特例事務法人等が設置する教育施設に申請を委託する場

　合は、学生納付特例事務法人等にこの申請書を提出した時に申請し

　たこととなります。

５．留意事項
⑴海外留学（おおむね１年以上）している期間は、強制加入の対象で

はないため学生納付特例の申請ができません。

⑵申請後、日本年金機構からおおむね2～3カ月後に審査結果が送

付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される

場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

⑶申請日以降に、申請期間にかかる保険料を納付された場合は、後

日お返し（還付）します。申請日以降に納付を希望される場合は、

年金事務所にご連絡ください。

なお、学生納付特例を申請した期間であっても、この申請を行う前

に納付していただいた保険料は還付できません。

⑷申請が却下となった場合は、保険料の納付が必要となります。納付

書がない場合は、再発行しますので、年金事務所までご連絡くださ

い。

⑸学生納付特例の承認期間中に学生でなくなった場合は、必ず学生

納付特例の不該当の届出を行ってください。

⑹この制度の対象となる学生等ではないことが事後に判明したときは、

改めて免除・納付猶予申請書の提出をお願いすることとなります。そ

の場合、この申請を受理した日に国民年金保険料免除・納付猶予

の申請があったものとみなします。

⑺修正申告等で前年所得が変更となったときは、年金事務所までご

連絡ください。

４．学生納付特例の承認を受けた期間にかかる保険料の

　　追納について
　学生納付特例が承認された期間は、10年以内であれば申し出により　

　保険料をあとから納めること（追納）ができ、追納した期間は、保険料を

　全額納付した場合と同じ取り扱いになります。追納する対象期間の翌

　年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認

　されていた期間の当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せ

　されます。

　なお、追納保険料は追納が承認された期間のうち先に経過した月（古

　い月分）から納付することとなります。

２．添付書類について
⑴基礎年金番号を記入して申請を行う場合は、基礎年金番号通知
書のコピーまたは年金手帳（氏名の記載ページ）のコピー等を添付し

     てください。

⑵この申請書には、在学期間がわかる学生証のコピー（裏面に有効期

限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む）ま

たは在学証明書（原本）を添付してください（学生納付特例事務法

人等が設置する教育施設に申請を委託する場合は、このコピーの

添付は不要です）。ただし、各種学校（修業年限が1年以上の課程

に限る）にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していること

を証明する書類 （在学証明書等で証明できる場合は必要ありませ

ん）を添付してください。

なお、過去の年度分を申請する場合で、学生証では在学期間がわ

からない場合は、在学期間がわかる在学証明書を添付してくださ

 い。

※ マイナンバー（個人番号）により申請を行う際の添付書類について
申請者本人が窓口で申請書を提出する場合は、マイナンバーカード（個人番号カード）を提示してください。
お持ちでない場合は、以下の①および②を提示してください。
なお、郵送で申請書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面または①および②のコピーを添付してください。
①マイナンバーが確認できる書類：個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード（氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る）
②身元（実存）確認書類：「運転免許証」、「パスポート」、「学生証と健康保険被保険者証の２点」など

※ 医療保険の被保険者証等（国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、共済組合等）の写しを添付する場合は、被保険者証等に
記載された保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング（黒塗り等）してください。

FHSUT
テキスト ボックス



　 　　　　

ひとり親

勤労学生

※  特例認定区分

氏名

特定扶養親族および扶養親族
（16歳以上19歳未満に限る）数

※  政令で定める額
円 円 円

※  地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親 1．障害者　　2．寡婦　　3.ひとり親 1．障害者　　2．寡婦　　3.ひとり親 1．障害者　　2．寡婦　　3.ひとり親

国民年金保険料
学生納付特例申請
（市町村確認書）

基礎年金番号 生年月日 申請期間

5．昭和
7．平成

令和　　　　　　年度分

扶養親族等・控除 Ａ．被保険者分 Ｂ．配偶者分 Ｃ．世帯主分

※  前年の所得額
円 円 円

※
 

控
除
対
象

控除対象配偶者および扶養親族
（16歳以上19歳未満を除く）数

人 人 人

老人控除対象配偶者および老人数
人 人 人

人 人 人

※  純損失および雑損失
円 円 円

※
　
 

控
　
　
　
　
除

①雑損
円 円 円

②医療費
円 円 円

③社会保険料
円 円 円

④小規模企業共済等掛金
円 円 円

⑤配偶者特別
円 円 円

⑦地方税法附則第6条第4項の
   免除に係る所得額

円 円 円

障害者（特別障害者を除く）の合計数
（本人、控除対象配偶者および扶養親族）

人 人 人

⑥特定親族特別
円 円 円

特別障害者の合計数
（本人、控除対象配偶者および扶養親族）

人 人 人

円

寡婦
　(注）該当する場合
　のみ○をつけてください

1．該当する 1．該当する 1．該当する

円

　(注）該当する場合
　のみ○をつけてください

1．該当する 1．該当する 1．該当する

　(注）該当する場合
　のみ○をつけてください

1．該当する 1．該当する 1．該当する

控除の合計額
円

※  天災を事由とした場合の意見

連絡欄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記のとおり相違ありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　市区町村長

※  控除後の所得額　Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ
円 円 円

　(注）該当する場合
　のみ○をつけてください 　　1．失業者  　2．被災者  　4．その他

注）令和５年以降の年の所得に係る扶養親族のうち、国外居住親族については、以下のいずれかに該当する者に限ります。
　(1)年齢16歳以上30歳未満の者　
　(2)年齢70歳以上の者　
　(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
     ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者　
     ②障害者　
     ③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

1．失業者 　2．被災者 　3．ＤＶ 　4．その他　 1．失業者 　2．被災者 　3．ＤＶ 　4．その他　

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

321

69

63

4

54

57

60

30

33

36

42

51

10

13

21

7

27

24

45

39

70

64

5

55

58

61

31

34

37

43

52

11

14

22

8

28

25

46

40

71

65

6

56

59

62

32

35

38

44

53

12

15

23

9

29

26

47

41



日本年金機構理事長　あて
以下のとおり報告します。 報告日

市区町村コード ：
市区町村名 ：

年 月 日

年 月 日 （フリガナ）

年 月 日

年 月 日 （フリガナ）

年 月 日

年 月 日 （フリガナ）

年 月 日

年 月 日 （フリガナ）

年 月 日

年 月 日 （フリガナ）

住民票消除
年 月 日

被保険者氏名

住民票消除理由 備考

個人番号
または基礎年金番号

生年月日

個人番号
または基礎年金番号

生年月日

住民票消除
年 月 日

住民票消除理由

被保険者氏名

備考

住民票消除理由 備考

個人番号
または基礎年金番号

生年月日

住民票消除
年 月 日

被保険者氏名

住民票消除理由 備考

国民年金居所未登録者報告書

日本年金機構

個人番号
または基礎年金番号

生年月日

住民票消除
年 月 日

被保険者氏名

個人番号
または基礎年金番号

生年月日

住民票消除
年 月 日

被保険者氏名

住民票消除理由 備考

届書コード
2 1 3



日本年金機構理事長　あて
以下のとおり報告します。 報告日

市区町村コード ：
市区町村名 ：

（フリガナ）

年 月 日 年 月 日

市区町村コード 〒 年 月 日

（フリガナ） 年 月 日

（フリガナ）

年 月 日 年 月 日

市区町村コード 〒 年 月 日

（フリガナ） 年 月 日

（フリガナ）

年 月 日 年 月 日

市区町村コード 〒 年 月 日

（フリガナ） 年 月 日

（フリガナ）

年 月 日 年 月 日

市区町村コード 〒 年 月 日

（フリガナ） 年 月 日

被保険者氏名

生年月日
住所判明
年 月 日

判明後住所
住所変更
年 月 日

変更後氏名
（氏名変更を伴う場合）

氏名変更年月日 備考

被保険者氏名

個人番号
または基礎年金番号

届書コード
2 1 4

個人番号
または基礎年金番号

判明後住所

変更後氏名
（氏名変更を伴う場合）

個人番号
または基礎年金番号

判明後住所

被保険者氏名

住所判明
年 月 日

住所変更
年 月 日

被保険者氏名

国民年金居所未登録者住所判明報告書

日本年金機構

生年月日

生年月日
住所判明
年 月 日

住所変更
年 月 日

変更後氏名
（氏名変更を伴う場合）

氏名変更年月日 備考

氏名変更年月日 備考

生年月日
住所判明
年 月 日

判明後住所
住所変更
年 月 日

変更後氏名
（氏名変更を伴う場合）

個人番号
または基礎年金番号

氏名変更年月日 備考



国民年金関係報告書

市区町村名：

報告日　　：

ページ数　：
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様式コード

１

⑥②①

⑨

 

⑦

 

⑤

 

③

 

⑧

⑩ ⑪

 
⑫

 

⑬

  

④

⑭

②

  

①

 
⑨

 

⑦

 

⑤

 

 

  

③

  

⑧

⑩

 
⑪

 
⑫

  

④

 

⑥

 

⑬

   

⑭

 

②

  

①

 
⑨

 

⑦

  

⑤

 

 

  

③

  

⑧

⑩

 
⑪

 
⑫

  

④

 

⑥

 

⑬

   

⑭

 

②

  

①

 
⑨

 

⑦

 

⑤

 

 

  

③

  

⑧

⑩

 
⑪

 
⑫

  

④

 

⑥

 

⑬

   

⑭

 

②

  

①

 
⑨

 

⑦

 

⑤

 

 

  

③

  

⑧

⑩

 
⑪

 
⑫

  

④

 

⑥

 

⑬

   

⑭

 

②

 

①

 
⑨

 

⑦

 

⑤

 

 

 

③

  

⑧

⑩

 
⑪

 
⑫

  

④

 

⑥

 

⑬

   

⑭

 

②

  

①

 
⑨

 

⑦

  

⑤

 

 

  

③

  

⑧

⑩

 
⑪

 
⑫

  

④

 

⑥

 

⑬

   

⑭

 

②

  

①

 
⑨

 

⑦

  

⑤

 

 

  

③

  

⑧

⑩

 
⑪

 
⑫

  

④

 

⑥

 

⑬

   

⑭

 

②

  

①

 
⑨

 

⑦

 

⑤

 

 

  

③

  

 

⑧

⑩

 
⑪ ⑫

 

④

 

⑥

 

⑬

   

⑭

 

②

  

①

 
⑨

 

⑦

  

⑤

 

 

  

③

  

⑧

⑩

 
⑪

 
⑫

  

④

 

⑥

 

⑬

   

⑭

 

* 4 1 0 1 0 0 0 *



 
 

国民年金 電子媒体届書総括票 
 

○ 作成年月日 ：令和○年○○月○○日 

○ 提出元ＩＤ ：○○○○１ 

○ 媒体通番  ：○○１ 

○ 届書総件数 

①国民年金被保険者資格取得届 ○○件 

②国民年金被保険者種別変更届 ○○件 

③国民年金被保険者資格取得申出書 ○○件 

④国民年金被保険者資格喪失届 ○○件 

⑤国民年金被保険者資格喪失申出書 ○○件 

⑥国民年金付加保険料納付・辞退申出書 ○○件 

⑦国民年金付加保険料該当・非該当届 ○○件 

⑧国民年金保険料免除理由該当届 ○○件 

⑨国民年金保険料免除理由消滅届 ○○件 

⑩基礎年金番号通知書再交付申請書 ○○件 

⑪国民年金被保険者住所変更届 ○○件 

⑫国民年金被保険者氏名変更届 ○○件 

⑬国民年金被保険者死亡届 ○○件 

⑭国民年金保険料産前産後免除該当届 ○○件 

届 書 合 計 ○○○件 

 

市区町村名 ○○市 

電 話 番 号 ０３－○○○○－○○○○ 

担 当 者 名 ○○ ○○ 

 

令和○年○○月○○日 ○○事務センター（又は○○年金事務所）長 提出 

 

○○市区町村長  

【 備 考 】 

 

 



文書番号 
年 月 日 

○○事務センター（又は○○年金事務所）長 殿
市町村長 

国民年金関係書類送付書 

次の書類について、所定の手続きを終了しましたので送付します。 

（新規分） 

件 名 件 数 備 考 

（再提出分） 

件 名 件 数 備 考 



様式第三号（ 第三十一条関係） （ 表 面） 

国民年金 障害基礎年金 所得状況届 

日本年金機構 殿 

令和 年 月 日提出 

 

 

受 給 権 者 

個人番号(又は 

基礎年金番号) 年金コード 

氏 名 

住 所 

所 得 状 況 

扶養親族等・控除 

所 得 状 況 

 

 

 

① 

控除対象配偶者及び扶

養親族の合計数 

人 

(うち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数 

(うち特定扶養親族の数 人) 

(うち控除対象扶養親族の数（19歳未満の者に限る。） 

  

人) 

 

人) 

同一生計配偶者（控除対 

象配偶者を除く。)の有無 有（70歳以上・70歳未満） ・無 

②  前 年 の 所 得 額 円 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

控

除 

特 定 親 族 特 別 円 
 

雑 損 円 

医 療 費 円 

社 会 保 険 料 円 

小規模企業共済等掛金 円 

配 偶 者 特 別 円 

特 定 親 族 特 別 円 

障害者(特別障害者を除
く。)である同一生計配偶
者及び扶養親族の合計数 

 

人 

特別障害者である同一

生計配偶者及び扶養親

族の合計数 

 

人 

寡婦・ひとり親・勤労学生

の別 

 

寡婦・ひとり親・勤労学生 

地方税法附則第６条第

１項の免除に係る所得額 
円 

※ 控 除 後 の 所 得 額 円 

※ 審 査  

※ 上記のとおり、相違ありません。 

令和 年 月 日 市区町村長 

  

㊞ 

 

 

 

 

 

◎ 裏面の注意をよく読んでからご記入ください。 

◎ ※印の欄は、記入しないでください。 
かい 

◎ 字は楷書ではっきりとご記入ください。 

 

備 考 １．用紙の寸法は、A列４番とする。 

    ２．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 

公的年金 

受給状況 

・受けている 

・申請中 

・受けていない 

※ 送  付 

令和 年 月 日 

第      号 



 

 

①の欄

（裏 面）注 意 

上段には、地方税法に定める控除対象配偶者及び扶養親族の合計数（注）をご記入ください。 

なお、所得状況については、所得税法に定める老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数、
特定扶養親族の数並びに控除対象扶養親族（19歳未満の者に限る。）の数を（ ）内に再掲して
ください。 
下段には、同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無をご記入ください。 

②の欄 

前年の所得のうち、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係
る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等
の金額の合計額をご記入ください。なお、所得の額がないときは、｢なし」とご記入ください。 

③の欄 
１ 「雑損｣、｢医療費｣、｢社会保険料｣、｢小規模企業共済等掛金」、「配偶者特別」及び「特定
親族特別」は、前年の所得について地方税法に定める雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、
小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除又は特定親族特別控除を受けたときは、それぞれ
の控除額をご記入ください。 

２ 「障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計
配偶者及び扶養親族のうち、地方税法に定める特別障害者以外の障害者である人の数をご記入
ください。  

３ 「特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配偶者及び扶養親
族のうち、地方税法に定める特別障害者である人の数をご記入ください。 

４ 「寡婦・ひとり親・勤労学生の別」は、地方税法に定める寡婦若しくはひとり親控除の適用
を受ける者又は勤労学生であるときは、該当するものを〇で囲んでください。 

５ 「地方税法附則第６条第１項の免除に係る所得額」は、地方税法附則第６条第１項(肉用牛の
売却による農業所得の免除)の免除を受けているときだけ、その免除に係る所得額をご記入く
ださい。 

 

 

添付書類 
この届には、次の書類を添えてご提出ください。なお、これらの書類をこの届の提出先の市町村長

から受けることができるとき、又は市町村長からこの届にこれらの書類に代わる証明を受けたときは、
添える必要がありません。 

(1) あなたの前年の所得の額が、376万千円以下であるときは、その事実についての市町村長
の証明書 

(2) あなたの前年の所得の額が、376万千円より多いとき、次の書類 
イ 前年の所得額並びに同一生計配偶者及び扶養親族の数並びに同一生計配偶者（70歳以
上の者に限る。）、老人扶養親族又は特定扶養親族の数についての市町村長の証明書 

ロ ③の欄に記入すべき事実があるときは、その事実についての市町村長の証明書 

注）扶養親族のうち、国外居住親族については、以下のいずれかに該当する者に限ります。 

(1) 年齢16歳以上30歳未満の者 

(2) 年齢70歳以上の者 

(3) 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者 

① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

② 障害者 
③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受け
ている者 



様式第二号 （第二条関係） （表　　　　面）

国民年金老齢福祉年金所得状況届

日本年金機構 殿

年 月 日提出令和

受 給 権 者

①

②

③

④

個人番号 (又は年金

証書の記号番号) 年金コード 住  所

住  所

住  所

氏  名

氏  名

氏  名

配 偶 者

扶  養  義  務  者  等

所得状況

扶養親族等 ・ 控除

受給権者との続柄

受給権者の所得状況 配偶者の所得状況
①の扶養義務者等の

所得状況

人
(うち老人控除対象配偶者及び老

人扶養親族の合計数 人)

人)

人)

(うち特定扶養親族の数

(うち控除対象扶養親族 (19歳未

満の者に限る。)の数

控除対象配偶者及び扶養
親族の合計数

同一生計配偶者（控除対

象配偶者を除く。）の有無
有 （70歳以上 ・ 70歳未満） ・ 無

人 人

(うち老人扶養親族

の数                人）

(うち老人扶養親族

の数                人）

前  年  の  所  得  額

雑 損

医 療 費

社 会 保 険 料

小規模企業共済等掛金

配 偶 者 特 別

障害者(特別障害者を除く。)で
ある同一生計配偶者及び扶養
親族の合計数

特別障害者である同一生計配

偶者及び扶養親族の合計数 

障害者・特別障害者・寡婦・ひ
とり親・勤労学生の別

地方税法附則第6条第1項の免

除に係る所得額 

控

除

※

※

※

控  除  後  の  所  得  額

審 査

上記のとおり、相違ありません。

令和 年 月 日

円

人

円

円

円

円

円

人

円

円

円

人

円

円

円

円

人

円

円

円

人

円

円

円

円

人

円

円

障・特障・勤
障・特障 ・寡 ・
ひと り親 ・勤

㊞市区町村長

※ 送 付

令和 年 月 日

第 号

この届書に係る私並びに私の配偶者及び①の扶養義務者等（以下「私等」

という。）の資産及び収入の状況につき、日本年金機構が市町村長に調査を

また、日本年金機構の調査の嘱託に対し、市町村長が報告することにつ

いて、私等が同意している旨を市町村長に伝えて構いません。

嘱託することに同意します。

氏 名

列4番)

有  ・  無 有  ・  無

障・特障 ・寡 ・
ひと り親 ・勤

かい

◎

◎

◎裏面の注意をよく読んでからご記入ください。

※印の欄は、記入しないでください。

字は楷書ではっきりとご記入ください。◎

◎

◎裏面の注意をよく読んでからご記入ください。

※印の欄は、記入しないでください。

字は楷書ではっきりとご記入ください。
かい

◎

◎

◎裏面の注意をよく読んでからご記入ください。

※印の欄は、記入しないでください。

字は楷書ではっきりとご記入ください。

公的年金受給状況 受けている 受けていない申請中公的年金受給状況 受けている 受けていない申請中

円 円 円特 定 親 族 特 別



（裏　　　　面）

注 意

①の欄

②の欄

③の欄

④の欄

添付書類

　老齢福祉年金を受けることができる人は、あなたの子、父母、孫、祖父母、その他の直系血族又は

兄弟姉妹のうち、主としてあなたの生計を維持している人についてご記入ください。 

　上段には、地方税法に定める控除対象配偶者及び扶養親族の合計数をご記入ください。なお、受給

権者の所得状況については、所得税法に定める老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数、特定

扶養親族の数並びに控除対象扶養親族（19歳未満の者に限る。）の数を、配偶者の所得状況及び①の扶

養義務者等の所得状況については、同法に定める老人扶養親族の数を、（　）内に再掲してください。

　下段には、同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無をご記入ください。

　前年の所得のうち、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事

業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額の

合計額をご記入ください。なお、所得の額がないときは、「なし」とご記入ください。 

１　 「雑損」、「医療費」、「社会保険料」、「小規模企業共済等掛金」、「配偶者特別」及び「特定親族特別」

　は、前年の所得について地方税法に定める雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済

　等掛金控除、配偶者特別控除又は特定親族特別控除を受けたときは、それぞれの控除額をご記入くだ

　さい。

２　 「障害者（特別障害者を除く。）である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配偶

 者及び扶養親族のうち、地方税法に定める特別障害者以外の障害者である人の数をご記入ください。

３　 「特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、②の欄の同一生計配偶者及び扶

 養親族のうち、地方税法に定める特別障害者である人の数をご記入ください。

４　  「障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別」は、地方税法で定める特別障害者以外

 の障害者若しくは特別障害者、寡婦若しくはひとり親控除の適用を受ける者又は勤労学生であると

 きは、該当するものを○で囲んでください。

５　 「地方税法附則第６条第１項の免除に係る所得額」は、地方税法附則第６条第１項（肉用牛の売却

 による農業所得の免除）の免除を受けているときだけ、その免除に係る所得額をご記入ください。

　 この届には、次の書類を添えてご提出ください。なお、資産及び収入の状況につき日本年金機構が

市町村長に調査を嘱託することに同意するとき、又は市町村長からこの届にこれらの書類に代わる証

明を受けたときは、添える必要がありません。 

１　 あなたの前年の所得の額が、169万５千円以下であるときは、その事実についての市町村長の証明書

２　 あなたの前年の所得の額が、169万５千円より多いときは、次の書類 

　（1）　前年の所得額並びに同一生計配偶者及び扶養親族の数並びに同一生計配偶者（70歳以上の者に限

　　　　る。）、老人扶養親族及び特定扶養親族の数についての市町村長の証明書

　（2）　④の欄に記載すべき事実があるときは、その事実についての市町村長の証明書

３　 あなたの前年の所得額が169万５千円（同一生計配偶者及び扶養親族があるときは、169万５千円にそ

  の者1人につき38万円（その者が、同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）又は老人扶養親族である

  ときは、その者１人につき48万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族（19歳未満に限る。）であると

  きは、その者１人につき63万円）を加算した額とする。）以下である場合で、配偶者又は①の欄に記載

  すべき者があるときは、これらの者の所得について、前年の所得額並びに同一生計配偶者及び扶養親

  族の数並びに老人扶養親族の数についての市町村長の証明書、並びに上記２の（2）に掲げる書類



様式第一号（ 第一条、第四条及び第七条の四関係） 
 （ 表 面） 

  特別障害給付金所得状況届 

日本年金機構 殿 

令和 年 月 日提出 

 

 

受 給 資 格 者 

個人番号(又は 

受給資格者番号)  

氏 名 

住 所 

所 得 状 況 

扶養親族等・控除 

所 得 状 況 

 

 

 

① 

 

控除対象配偶者及び扶

養親族の合計数 

人 

(うち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数 

(うち特定扶養親族の数 人) 

(うち控除対象扶養親族の数（19歳未満の者に限る。） 

  

人) 

 

人) 

同一生計配偶者（控除対 

象配偶者を除く。)の有無 有（70歳以上・70歳未満） ・無 

②  前 年 の 所 得 額 円 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

控

除 

雑 損 円 

医 療 費 円 

社 会 保 険 料 円 

小規模企業共済等掛金 円 

配 偶 者 特 別 円 

特 定 親 族 特 別 円 

障害者(特別障害者を除
く。)である同一生計配偶
者及び扶養親族の合計数 

 

人 

特別障害者である同一

生計配偶者及び扶養親

族の合計数 

 

人 

寡婦・ひとり親・勤労学生

の別 

 

寡婦・ひとり親・勤労学生 

地方税法附則第６条第

１項の免除に係る所得額 
円 

※ 控 除 後 の 所 得 額 円 

※ 審 査  

※ 上記のとおり、相違ありません。 

令和 年 月 日 市区町村長 

  

㊞ 
 

 

 

◎ 裏面の注意をよく読んでからご記入ください。 

◎ ※印の欄は、記入しないでください。 
かい 

◎ 字は楷書ではっきりとご記入ください。 

 

 

備 考 １．用紙の寸法は、A列４番とする。 

    ２．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 

公的年金 

受給状況 

・受けている 

・申請中 

・受けていない 

※ 送  付 

令和 年 月 日 

第      号 



 

 

①の欄

（裏  面） 

注 意

上段には、地方税法に定める控除対象配偶者及び扶養親族の合計数（注）をご記入ください。 
なお、特別障害給付金の受給資格者の所得状況については、所得税法に定める老人控除対象配偶者

及び老人扶養親族の合計数、特定扶養親族の数並びに控除対象扶養親族（19歳未満の者に限る。）の
数を（ ）内に再掲してください。 

下段には、同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無をご記入ください。 
②の欄 

前年の所得のうち、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る
事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金
額の合計額をご記入ください。なお、所得の額がないときは、｢なし」とご記入ください。 

③の欄 
１ 「雑損｣、｢医療費｣、｢社会保険料｣、｢小規模企業共済等掛金」、「配偶者特別」及び「特定親

族特別」は、前年の所得について地方税法に定める雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小
規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除又は特定親族特別控除に相当する控除を受けたときは、
それぞれの控除額をご記入ください。 

２ 「障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配
偶者及び扶養親族のうち、地方税法に定める特別障害者以外の障害者である人の数をご記入く
ださい。  

３ 「特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配偶者及び扶養親族
のうち、地方税法に定める特別障害者である人の数をご記入ください。 

４ 「寡婦・ひとり親・勤労学生の別」は、地方税法に定める寡婦若しくはひとり親控除の適用を
受ける者又は勤労学生であるときは、該当するものを〇で囲んでください。 

５ 「地方税法附則第６条第１項の免除に係る所得額」は、地方税法附則第６条第１項(肉用牛の売却
による農業所得の免除)の免除を受けているときだけ、その免除に係る所得額をご記入ください。 

 

 

添付書類 
この届には、次の書類を添えてご提出ください。なお、これらの書類をこの届の提出先の市町村長

から受けることができるとき、又は市町村長からこの届にこれらの書類に代わる証明を受けたときは、
添える必要がありません。 

１ あなたの前年の所得の額が、376万千円以下であるときは、その事実についての市町村長の証

明書 

２ あなたの前年の所得の額が、376万千円より多いときは、次の書類 

(1) 前年の所得額並びに同一生計配偶者及び扶養親族の数並びに同一生計配偶者(70歳以上の
者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族の数についての市町村長の証明書 

(2) 控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長の証明書その
他の当該事実を明らかにすることができる書類 

(3) ③の欄に記入すべき事実があるときは、その事実についての市町村長の証明書 
(4) 本年に災害のため損害を受け、その損害金額が自己又は控除対象配偶者若しくは扶養親族

の住宅、家財その他の財産の価格のおおむね2分の1以上であるときは、特別障害給付金被災
状況届 
 

注）扶養親族のうち、国外居住親族については、以下のいずれかに該当する者に限ります。 

(1) 年齢16歳以上30歳未満の者 

(2) 年齢70歳以上の者 

(3) 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者 

① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 
② 障害者 
③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受け
ている者 



様式第一号（第二条第二項第三号及び第十七条第二項第三号関係） 

老齢 年金生活者支援給付金 所得．世帯状況届

補足的老齢 

日本年金機構理事長 殿 

令和 年度 	 令和 年 令和 年 月 
	

日提出 

住 	 所 

請
 
求
 

者
 

個人番号（又は基礎年金番号） 

年金コード 

氏 	 名 

生 	年 	月 	日 明治・大正・昭和・平成・令和 年 	月 H 

合 	計 	所 	得 	金 	額 

（地方税法第292条第1項第13号） 
円
  

公 的 年 金 等 収 入 金 額 

公的年金等に係る雑所得の金額 

※前 年 所 得 合 計 額 

課 税 状 況 	（均 等 割 ） 課税 ・ 非課税 ・ 未申告 ・ 課税台帳なし 

世
帯

員

1
  

氏 	 名 

生 	年 	月 	日 明治・大正・昭和・平成・令和 年 	月 日 

課 税 状 況 	（均 等 割 ） 課税 ・ 	非課税 ・ 未申告 ・ 課税台帳なし 

世
帯

員

2
  

氏 	 名 

生 	年 	月 	日 明治・大正・昭和・平成・令和 

課 税 状 況 	（均 等 割 ） 課税 	・ 	非課税 	・ 	未巾1り ・ 課税台帳なし 

世
帯

員

3
  

氏 	 名 

生 	年 	月 	日 明治・大正・昭和・平成・令和 年 	月 日 

課 税 状 況 	（均 等 割 ） 課税 ・ 非課税 ・ 未申告 ・ 課税台帳なし 

世
帯

員

4
  

氏 	 名 

生 	年 	月 	日 明治・大正・昭和・平成・令和 

課 税 状 況 	（均 等 割 ） 課税 ・ 非課税 ・ 未申告 ・ 課税台帳なし 

世
帯

員

5
  

氏 	 名 

生 	年 	月 	日 明治・大正・昭和・平成・令和 年 	月 H 

課 税 状 況 	（均 等 割 ） 課税 ・ 非課税 ・ 未申告 ・ 課税台帳なし 

そ 	 の 	 他 

※ 審 	 査 

※ 上記のとおり、相違ありません。 

令和 	年 	月 	日 市町村長 	⑩ 

＠ ※印の欄は、記入しないでください。 

備 考  1,用紙ci)寸法は、A列4番とする。 
2.必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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（様式４） 

SKDPT
取り消し線

SKDPT
楕円

SKDPT
楕円



- 1 - 

 

様式第二号（第三十二条第二項第三号及び第四十七条第二項第三号関係）         

 

    年 金 生 活 者 支 援 給 付 金  所 得 状 況 届  
  

日本年金機構理事長 殿 

令和   年度                       令和   年   月   日提出 

請

 

求

 

者 

個人番号(又は基礎年金番号) 

年金コード 

 

氏 名                            

生 年 月 日 明治・大正・昭和・平成・令和   年   月   日 

住 所                           

控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 
注）扶養親族のうち、国外居住親族については、以下のい
ずれかに該当する者に限ります。 

(1) 年齢16歳以上30歳未満の者 
(2) 年齢70歳以上の者 
(3) 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③まで

のいずれかに該当する者 
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 
② 障害者 
③ その居住者からその年において生活費又は教育費に
充てるための支払38万円以上受けている者 

                            人 

(うち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数       人) 

(うち特定扶養親族の数                     人) 

(うち16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数          人) 

同一生計配偶者（控除対象配偶者を除

く。）の有無 
有（70歳以上・70歳未満） ・ 無 

前  年  所  得  合  計  額 円 

控

除 

雑 損 円 

医 療 費 円 

社 会 保 険 料 円 

小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 円 

配 偶 者 特 別 円 

特 定 親 族 特 別 円 

障害者(特別障害者を除く。)である
控除対象配偶者、扶養親族及び同一
生計配偶者の合計数 

人 

特別障害者である控除対象配偶者、
扶養親族及び同一生計配偶者の合計
数 

人 

障害者・特別障害者・寡婦・ひとり
親・勤労学生の別 

障 ・ 特障 ・ 寡 ・ ひとり親 ・ 勤 

地方税法附則第６条第１項の免除に
係る所得額 

円 

※ 控  除  後  の  所  得  額 円 

そ  の  他  

※ 審         査  

※ 上記のとおり、相違ありません。 

  令和   年   月   日  

市町村長    ㊞   

◎ ※印の欄は、記入しないでください。                   

備 考 １．用紙の寸法は、Ａ列４番とする。 

    ２．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 

 

障害 

遺族 
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裏面の「提出にあたってのご注意」を参考のうえ記入してください。

　市区町村長

　日本年金機構理事長　　あて

以下のとおり届け出ます。

：

　　被保険者
　　との続柄

基礎年金番号（１０桁）で届出する場合は「①個人番号」に左詰めで記入してください。

●産前産後免除の届出を行う場合

●育児免除の届出を行う場合（子の養育を開始した場合）

●育児免除終了の届出を行う場合（子の養育を終了した場合）

市区町村・日本年金機構連絡欄

⑮
育児免除該当事由

⑯
育児免除該当日

⑮欄が「１．産前産後免除の終了」の場合は産前産後免除終了月の翌月１日を記載してください。

⑮欄が「１．産前産後免除の終了」以外の場合は該当事由の発生日を記載してください。

年

６．その他（　　  　　　　　  　　　　）

⑱
氏名

年

　１．男性 ㉑
区分

　　１．実子 ３．その他（　　　　　  　　　　　　）

　２．女性 　　２．養子

日
９．令和

年

日

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

⑲
生年月日

９．令和

月

㉒
終了事由

㉓
育児免除
終了日

⑳
性別

⑰
備考

㉔
備考

　　１．子の死亡

　　２．同居の解消

３．親子関係の終了

４．その他（　　　　  　　　　　　　　） 日

９．令和

産前産後免除から引き続いて育児免除となる場合

上記以外の場合

　１．産前産後免除の終了

　２．子の出生

　３．資格取得・種別変更

　４．同居の開始

月

⑭
個人番号

⑩
氏名

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

⑪
生年月日

９．令和

　　１．実子

　　２．養子

９．令和 ２．多胎

⑨
備考

⑥
住所

⑦
出産(予定)日

７．平成

年 月 日

⑤
電話番号

１．自宅 　３．勤務先

⑧
単胎・多胎の別

１．単胎

― ―

様式コード

④
郵便番号

⑫
性別

　１．男性

　２．女性

③
氏名

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

②
生年月日

産前産後免除該当届
育児免除該当・終了届

市区町村 日本年金機構

令和　　　年　　　月　　　日

　　氏　　　名

： 　１．本人　２．その他（　　　　　）

５．養子縁組の成立

月

⑬
区分

日７．平成

５．昭和

年 月

２．携帯電話 　４．その他

「Ｃ　届出事項（育児免除該当）」欄に記載の子については、「A　被保険者」欄に
記載の被保険者本人が養育していることを届出します。

日年 月

３．その他（　　　　　  　　　　　　）

①
個人番号
(または基礎年金番号）

国民年金

A

被
保
険
者

(

産
前
産
後
免
除
）

B

(

育
児
免
除
該
当
）

養
育
し
て
い
た
子

届
出
事
項

C

届

出

事

項

D

届

出

事

項

(

育
児
免
除
終
了
）

養
育
す
る
子


